
指定管理者モニタリング結果報告書（令和 4年度） 

・施設名   ：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 

・施設所管部課：産業文化部文化課 

・指定管理者 ：公益財団法人ミモカ美術振興財団 

区   分 内    容 

実施時期 
定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ：業務報告書にて逐次確認 

随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ：令和 5年 8月 4日（金）に実施 

実施方法 
定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ：業務報告書をもとに、管理業務の達成状況を確認 

随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ：指定管理業務状況聴取表などをもとに聞き取り調査を実施 

実施結果 

①施設の状況 

多様化する利用者のニーズと社会環境の変化に的確に対応し、来館者に

快適な状況での観覧を提供していくため、施設の適切な管理に努めた。 

また、保守管理業務（警備、清掃、保守点検等）は、専門性の確保、コ

スト削減のため、外部業者に委託しており、常に管理・点検状況を把握

し、安全面・機能面の保持に努めている。 

長寿命化工事前から継続して使用している設備や機器等については、不

具合が生じ始めているものもあり、補修や修繕にて迅速に対処している。 

今後、これらの設備等の更新を計画的に進めて行く必要があるため、市

と連携・協議しながら対応する。 

②施設の利用状況 

令和 4年度は、展覧会の総観覧者数 57,260人、美術館関連事業等参加者

等も含めると 100,667人が訪れた。 

コロナ禍の影響が残る中ではあったが、瀬戸内国際芸術祭 2022にあわせ

た展覧会の開催のほか、記念事業として商店街やゲートプラザでイベン

トを行うなど相乗効果の獲得に努めたことから、総利用者数は、長寿命

化工事前（コロナ禍前）の平成 28年度の約 8割程度まで回復した。 

③施設利用者の意向

把握と対応 

来場者への任意アンケートを継続して実施しているほか、令和 4 年度か

らは企画展ごとに期間を定めて、来館者全員を対象として対面アンケー

ト調査を開始した。 

また、学校や一般団体の来館時、イベントやワークショップ開催時をと

らえて、機会あるごとに広く意見や感想を聴取している。 

④管理体制 

美術館の設置目的を実現するため、公益目的事業（常設展、企画展、教

育普及、施設管理等）、収益目的事業を計画に基づき実施している。 

常務理事（常勤）1名、事務所 18名（嘱託 1名、正規 10名、臨時 7名）

フロア業務 4 名（正規 1 名、臨時 3 名）（R5.7.1 現在）の体制により、

必要最小限の人員での運営に努めている。 

なお、展示監視員については派遣にて対応しているが、労働派遣法の制

約により業務委託への見直しを進めている。 

臨時職員については、市会計年度任用職員に準じた処遇の改善が必要で

ある。 

⑤管理経費 

【経常収益について】 

経常収益は、予算に対して 7,676,755 円の増となった。瀬戸内国際芸術

祭の開催に合わせた商品や企画展に関連した商品開発を行ったほか、Ｗ

ＥＢショップでの物販促進に取り組んだことにより増収となった。 

【経常費用について】 

予算に対して 13,934,8245 円の増となった。商品販売の増加に伴い売上

原価が増加したほか、燃料費の高騰による電気料金が約 2 割強の増額と

なり、光熱水費が増加したことなどによるもの。 

公益法人としては、収支相償により公益目的事業に充てるべき財源を最

大限活用し、サービスを提供し受益者を広げていかなければならないた

め、引き続き費用対効果を念頭に経費削減に努める。 

 



⑥緊急時の対応につ

いて 

【事故防止等の安全対策】 

緊急時対応マニュアル等に基づき、美術館利用者の安全を優先し、職員

の防災意識向上のための訓練、研修を定期的に実施している。業務の中

で生じた課題に対しては、朝礼で情報共有し、常に改善を図る。 

【防犯、防災に対する体制】 

大切な文化資産である展覧会の展示作品や収蔵庫内の収蔵品に対する防

犯・防火体制を適切に整備し万全を期している。 

令和 4 年度は、地震・火災等の防災訓練を中央図書館・警備員と合同で

実施した。 

⑦そ の 他 
(指定管理者の業務
遂行能力等) 

指定管理者本体の財務状況に大きな問題はなく、指定管理業務の継続的

な実施に支障は見られない。 

コロナ禍においても展覧会はもとより、子どもたちを対象としたワーク

ショップなどの教育普及事業も継続して実施できている。 

⑧改善指示事項 

臨時職員の処遇について、市会計年度任用職員に準じた内容への見直し

を進めること。 

市民の来館者を増やせるよう、マーケティングのスキルを持った職員の

採用や観覧料のあり方などを検討すること。 

実施結果に対する所管課の意見 
設備関係の更新を計画的に進める必要があるため、指定管理者と連携・

協議しながら対応する。 

今後の施設管理に反映(改善)す

る事項 

美術館の基本的な使命は、作品（資料）を収集し、保存、研究するとと

もに、多くの人々に作品鑑賞の機会を提供し、多様な文化、歴史、感性

があることを知らせることである。美術館の基本的な使命を踏まえたう

えで、公立美術館が地域に根ざした存在として、市民により来館いただ

けるようニーズ把握に努めるとともに、引き続き「作品整備事業」「社会

包摂・地域連携事業」に注力する。 

 

 

 

 


